
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０１５．別送品輸出申告事項呼出し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務コード 内   容 

ＵＥＢ 別送品輸出申告事項呼出し 
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１．業務概要 

「別送品輸出申告事項登録（ＵＥＡ）」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 

ＵＥＡ業務に先立ち、ＵＥＡ業務に利用しうる貨物情報を呼び出すこともできる。 

 

２．入力者 

（１）Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合 

通関業 

（２）Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合 

代理店、通関業 

 

３．制限事項 

貨物の総重量が１０００トン未満であること（Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳのみ）。 

 

４．入力条件 

（１）入力者チェック 

（Ａ）システムに登録されている利用者であること。 

（Ｂ）Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの場合 

①別送品輸出申告番号の入力があった場合は、別送品輸出申告ＤＢに登録されている事項登録を行っ

た通関業者と同一であること。 
②輸出管理番号の入力があった場合は、貨物情報ＤＢに登録されている申告予定者と同一であること。 

（Ｃ）Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの場合 

（ａ）通関業が行う場合 

（ア）別送品輸出申告番号を入力する場合 

①代理店が登録した別送品輸出申告事項を呼び出す場合は、別送品輸出申告ＤＢに登録されてい

る通関依頼先の利用者と同一であること。 

②通関業が登録または訂正した別送品輸出申告事項を呼び出す場合は、別送品輸出申告ＤＢに登

録されている利用者と同一であること。 

（イ）ＡＷＢ番号を入力する場合 

輸出貨物情報ＤＢが登録されており通関依頼先の指定がある場合は、その通関依頼先の利用者

と同一であること。 

（ｂ）代理店が行う場合 

（ア）別送品輸出申告番号を入力する場合 

別送品輸出申告事項を登録または訂正した利用者と同一であること。 

（イ）ＡＷＢ番号を入力する場合 

輸出貨物情報ＤＢが登録されており代理店が指定されている場合は、その代理店の利用者と同

一であること。 

（２）入力項目チェック 

（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（Ｂ）項目間関連チェック 

なし。 

（３）別送品輸出申告ＤＢチェック 
別送品輸出申告番号の入力があった場合は、以下のチェックを行う。 

①別送品輸出申告番号が別送品輸出申告ＤＢに存在すること。 

②別送品輸出申告がされていないこと。 
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（４）貨物情報ＤＢチェック（Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳのみ） 
輸出管理番号の入力があった場合は、以下のチェックを行う。 

（Ａ）輸出管理番号が貨物情報ＤＢに存在すること。 

（Ｂ）輸出貨物であること。 

（Ｃ）輸出申告等がされていないこと。 

（Ｄ）特定輸出貨物の旨が登録されてい

（Ｅ）仕分けの親となっていないこと。 

特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物でないこと。 

（Ｆ）仕合せの親となっていないこと。 

（Ｇ）訂正保留となっていないこと。 

（Ｈ）以下の登録がされていないこと。 

①「亡失届受理」 

②「滅却承認」 

③「現場収容」 

④「税関内収容」 

⑤「その他の搬出承認」 

（Ｉ）貨物手作業移行されていないこと。 

（５）輸出貨物情報ＤＢチェック（Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳのみ） 

ＡＷＢ番号の入力があった場合は、以下のチェックを行う。 

（Ａ）ＡＷＢ番号が輸出貨物情報ＤＢに存在すること。 

（Ｂ）輸出貨物であること。 

（Ｃ）輸出申告等がされていないこと。 

（Ｄ）仕分け親または仕合せ親となっていないこと。 

（Ｅ）情報の分割親または情報の統合親となっていないこと。 

（Ｆ）仕分けまたは仕合せされている場合は、取扱確認が行われていること。 

（Ｇ）以下の登録がされていないこと。 

①「貨物差止め」 

②「亡失届受理」 

③「滅却承認」 

④「その他」 

（Ｈ）貨物手作業移行されていないこと。 

 

５．処理内容 

（１）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「０００００－００００－

００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、「０００００－００００－００００」以外の処理結果コードを設

定の上、処理結果通知出力処理を行う｡（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（２）別送品輸出申告事項登録情報編集出力処理 

入力された各種番号に対応するＤＢより、別送品輸出申告事項登録情報の編集及び出力を行う。出力

項目及び複数のＤＢより出力する場合の優先順位については「出力項目表」を参照。 
（３）以下の場合は、処理結果通知に注意喚起メッセージを出力する。（輸出管理番号の入力があった場合に

限定）（Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳのみ） 

①貨物が通関予定蔵置場へ一部未搬入である。 

②貨物が通関予定蔵置場へ未搬入である。 
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６．出力情報 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

別送品輸出申告事項登録

情報 

なし 入力者 
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